
●第155回奈良市国民健康保険運営協議会の質問に対する回答

ご意見・ご質問内容 回答

取り崩せる国民健康保険財政調整基金が減少している
が、単年度収支の健全化への具体的な施策は何か。

今後社会情勢により国保会計の運営が特に厳しくなることも予想されます。引き続き
保険料収入の確保、国や県からの交付金等の積極的な活用など収入増加に努め、ま
た、事務費、人件費等の厳格な執行、適正受診や予防医療の促進など鋭意努めてまい
ります。

新型コロナウイルス感染者に対する傷病手当金につい
て、法的根拠や対象、条件等を教えてほしい。

国保制度は様々な就業形態の被保険者が加入していることを踏まえ、傷病手当金の支
給については、保険者が保険財政上余裕がある場合などに、自主的に条例（規約）を
制定して行うことができるとされています（国民健康保険法第５８条第２項）。
しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症対策については、国内での更なる感
染拡大をできる限り防止するためには、労働者が感染や感染疑いがある場合に休みや
すい環境を整備することが重要であり、令和２年３月１０日に新型コロナウイルス感
染症対策本部で決定された「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策－第２弾
－」において被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国
が特例的な財政支援を行うとの記載が盛り込まれ、同日付で厚生労働省より傷病手当
金の支給を検討するよう事務連絡がありました。
それを受け、奈良市では奈良市国民健康保険条例及び奈良市国民健康保険規則を改正
し傷病手当金の支給をできるようにしました。
支給対象者は下記１～３をすべて満たす方となり、協会けんぽ等の社会保険の適用が
ない事業所に勤務する国保加入者が対象であり、事業主や個人事業主は支給・適用は
ありません。
１．お勤め先から給与の支払いを受けている奈良市国民健康保険の加入者で、新型コ
ロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
２．感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、そ
の期間が3日間を超える方
３．労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
※支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を
支給します。
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新型コロナウイルス感染者に対する傷病手当金につい
て、ホームページ以外どのように広報をしているか

ホームページ以外には、令和２年６月号の奈良しみんだよりに掲載しているところで
すが、今後は保健所等とも連携して更なる周知に努めてまいります。

今後、新型コロナウイルスの感染者以外にも傷病手当
金の対象の拡大を検討しているか。

現時点では、新型コロナウイルス感染者以外に対象を拡大する予定はございません。

特定健康診査の実施機関でないところでは、パスポー
トを使用できず、別の実施機関へわざわざ行かないと
いけない。全ての医療機関で実施できるようにならな
いのか。

現在、奈良市医師会において、実施にご協力いただける医療機関を調整していただい
ております。

重複投薬・多剤投薬・併用禁忌投薬対策事業は健康予
防の観点からも重要であり、組織の枠を超えて市民へ
の啓発が必要であると考えている。今後他の医療関連
団体や薬剤師会とも講演会や市民講座などを実施でき
ないか。ジェネリック医薬品の活用についても同様。

これらの事業については、国や県からも力を入れるよう依頼をいただいております。
コロナ禍の折、皆が集合する講演会等の実施は難しい状況ですが、関係機関とも連携
し、啓発活動を薬剤師会様等と協働で行わせていただきたいと考えております。

特定健康診査の自己負担額が無料であることが、受診
率には直接影響していないように見受けられる。とす
れば、受診率トップ３の市の取り組みには、何か特徴
があるか。

上位３市と奈良市の実施内容を比較しますと、上位３市の方が実施期間が長いことが
あげられます。実施期間の長さだけが受診率に影響しているとはいいがたいですが、
本市では少しでも多く受診できる機会を提供できるよう、今年度から実施期間をこれ
までよりも１か月増やし７月から２月末までの８か月間とさせていただいたところで
す。

新型コロナウイルス感染症により、PCR検査、ウイルス
薬、抗体検査、予防接種、入院者数、失業者数、保険
料収入ダウン等将来の収支に及ぼす影響をどう考える
か。

新型コロナウイルス感染症の影響により、受診控えによる保険給付費の支出減、健診
等の受診者の減少、失業等による保険料の減免などに影響が表れています。
減免分については、国の補助があることから、あまり悪影響を受けないものと考えて
おります。
なお、全体的にどの程度影響を及ぼすのか、現時点では判断できません。
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